
 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について(第９９報) 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

 

 

(1)  新型コロナウイルス感染症に伴う三田市立中学校の臨時休業(学年閉鎖)について 

(学校教育部学校教育課)    別紙１のとおり 
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別紙 1 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う三田市立中学校の臨時休業(学年閉鎖)について 

 

 三田市立中学校において、新型コロナウイルス感染症にかかる複数の感染者が同学年

で確認されたため学年閉鎖を行います。 

 

 １．学年閉鎖期間 

   令和３年４月１７日(土)～４月２２日(木) 

※さらなる感染拡大が確認された場合は、宝塚健康福祉事務所の指導に基づき、

延長する場合があります。 

 

 ２．感染状況 

   市立中学校 教職員 １人、生徒 ３人(同学年) 

    ４月１４日(水) 生徒１人の陽性確認 

    ４月１５日(木) 生徒１人の陽性確認 

４月１６日(金) 教職員１人、生徒１人の陽性確認 

 

３．感染者の症状 

  いずれも無症状または軽症。 

  

４．対応 

・学校内の消毒作業を行う。 

・全学年の保護者に電子メールで学年閉鎖する旨を連絡する。 

・学年閉鎖の間、生徒は自宅待機とし、各家庭において健康観察を行う。 

・宝塚健康福祉事務所と調整のうえ、濃厚接触者等に検査を実施する（４月２０日

予定）。 

・当該学年以外は通常どおり授業を行う。なお、部活動については４月１７日から

２２日まで中止する。 

・宝塚健康福祉事務所調査に協力するとともに、指示に基づき対応する。 

 

 

 

 

学校教育部学校教育課(山本) 

直 通 ( 0 7 9 ) 5 5 9 - 5 1 3 6 

感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患者やその家族・関係者等が

特定されないよう、また混乱を避けるため医療機関への取材や、学校に対する風

評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。 


